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研究成果の概要（和文）：アンケート調査結果に基づき、多くの農業者が毎年の自分の収穫量の

変動は地域の収穫量の変動と一定の関係があると認識していること、農業収入の減少に伴う政

策対応が必要であると考える農業者の割合が高まっていること等のリスク意識の下で、農業者

の 6割は、保険料が安く高い保証が得られる地域インデックス保険や低収穫量及び低価格のと

きの収入低下を緩和できる収入保険等の新しいタイプの農業保険に関心を有していることを明

らかにした。 
 
研究成果の概要（英文）：We carried out a survey of farmers’ risk  perception and demand 
for new agricultural insurance products. Our analysis proved that, ⅰ) Many farmers are 
aware that there is a certain relation between their personal yields and area-based yields,  
ⅱ) The number of farmers who need some farm income stabilization programs is increasing, 
ⅲ) 60% of farmers are interested in the area-based index insurance which provides higher 
coverage at a reasonable premium, and the revenue insurance which covers severe revenue 
losses from a combination of low yield and low price.      
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１．研究開始当初の背景 
(1) わが国の農業共済は、米や麦の加入率が
それぞれ 90％を超える等農業者の経営安定
の手段として定着しており、農業者ごとの基
準収量や被害の実績データが蓄積されてき
ている。しかしながら、農林水産統計組織の
見直しや損害評価の担い手の高齢化等によ
り、農業共済の基盤である精度の高い農業者
別のデータを今後とも収集できるかどうか
懸念される。また、農産物価格が低下基調に
あり、収入保険のような新しいタイプの保険

に対する農業者の関心も高まっている。 
(2) アメリカやカナダでは、地域インデック
ス保険への加入が伸びており、新たなタイプ
の天候インデックス保険も試験的に実施さ
れている。また、アメリカでは収入保険が農
業保険の主たる位置を占めるに至っており、
農業者にとってきわめて重要なセーフティ
ネットとして機能している。 
 
２．研究の目的 

農業者のリスク意識をアンケート調査等
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により解明し、わが国における地域インデッ
クス保険、さらには収入保険のような新しい
農業保険の導入可能性の検証を行う。 
 
３．研究の方法 
地域インデックス保険等の保険需要に関

するアンケート調査と国内調査を実施し、農
業者のリスク意識と新しい農業保険に関す
る農業者の需要を分析する。 
 
４．研究成果 
(1) アンケート調査の概要 
  全国 21 道県の 3057 戸を対象に、農業者の
リスク意識と新たな農業保険に対する需要
に関するアンケート調査を実施した。 
 アンケートにおいては、農業者のリスク意
識を把握するため、2 つの質問を行った。第
1 は、毎年の被害状況（収穫量の変動状況）
が地域の平均と何らかの相関関係があると
認識しているかどうかを尋ねるもので、地域
インデックス保険導入の前提となる収量リ
スクに関するものである。第 2の質問は、収
入保険導入の前提となる農業収入リスクに
関する認識を把握するため、農業収入が平年
と比べてどの程度減少すると政策的な対応
が必要になるのかを聞いた。 

そして、新しい農業保険への農業者の需要
を把握するため、地域インデックス保険、作
物単位収入保険および経営単位収入保険の
仕組みと特徴を説明した後に、それぞれの保
険の特徴のどの部分に関心があり、当該保険
への加入をどのように考えるのかについて
質問を行った。 
 
(2) 農業者のリスク意識 
 地域の水田作（水稲、麦、大豆）の平均的
な被害状況（収穫量の変動状況）と比較した
自己評価では、「地域平均よりも被害が小さ
い」、「地域平均と被害は同程度」と回答した
者の割合が、図 1に示すように、水田作全体
では 4割ずつとなっている。 

 

図 1 地域平均に対する相対的な被害実感 
 
 また、りんご作においては、「被害が小さ
い」、「被害は同程度」と回答した者の割合が
やや多いものの、「被害が大きい」、「年によ

って区々」と回答する者の割合が他の作物に
比べて高くなっている。みかん作、畑作にお
いては、「被害は同程度」を中心に、「被害が
小さい」と「被害が大きい」がほぼ同程度と
なっている。 
次に、何らかの対策が必要と考える農業収

入の減少割合は、図 2に示すように、「2割以
上」と回答した者が 3～4 割と最も多いが、
北海道の水田作・畑作では、「わずかでも」、
「1割以上」の割合が高くなっている。 

 

図 2 何らかの対策が必要となる農業収入の
減少割合（2010 年） 

 
そして、図 3により時系列的にみると、各

年とも何らかの対策が必要と考える農業収
入の減少割合は「2 割以上」との回答が最も
多いが、「わずかでも」、「1割以上」の回答割
合が高まってきている。 

 
図 3 何らかの対策が必要となる農業収入の

減少割合（時系列） 
 
(3) 地域インデックス保険への関心 
 図 4 に示すとおり、水田作経営のうち、地
域インデックス保険への加入に関心がある
と回答したものは 26%と全体の 4 分の 1 程度
であるが、「現行の農業共済との同時加入」
と回答したものを加えると、6割弱（57%）の
農業者が地域インデックス保険への加入に
関心を示した。 
 これを相対的な被害実感とクロスさせて
集計すると、地域の被害状況よりも自分の方
が「被害は小さい」あるいは「被害は同程度」
と回答したものの方が、「被害は大きい」と
感じている農業者よりもわずかではあるが
地域インデックス保険加入への関心が高か
った。特に、自分の方が地域平均よりも「被
害は大きい」と感じている農業者の 31％が地
域インデックス保険に「関心なし」と回答し
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ている。地域インデックス保険は地域の平均
的な被害状況に応じて補てんを行うことか
ら、「被害は小さい」、「被害は同程度」と回
答した者の方が地域インデックス保険から
得られるメリットが大きいと考えられるた
め加入に関心を持ち、「被害は大きい」と回
答した者の関心が低いことは、予想された結
果といえる。同様の理由で、地域の被害状況
と自分の被害状況の関係は「年ごとに区々」
と回答した者の地域インデックス保険への
関心も低くなっている。とはいえ、「被害は
大きい」、「年ごとに区々」と回答した者も、
農業共済との同時加入を含めると、5 割以上
は加入に関心を有しており、これは地域イン
デックス保険のメリットに少なからず魅力
を感じているためであると考えられる。 

 

図 4 相対的な被害実感と地域インデックス
保険への関心（水田作） 

 
これに対して、りんご作では、地域インデ

ックス保険に関心を示す者の割合は 45%にと
どまった。ただし、「被害が小さい」、「被害
が同程度」と考える農業者の関心は高く、「被
害が大きい」、「区々」と考える農業者の関心
は低くなっており、地域インデックス保険に
対して合理的な評価を下しているといえる。
一方、みかん作については、りんご作よりも
関心が高く、「被害が小さい」と考える農業
者の 3分の 2が関心を持っており、農業共済
との同時加入よりも、地域インデックス保険
自体に関心を持つ割合が高いことが注目さ
れる。 
 
(4) 作物単位収入保険への関心 
 水田作の作物単位収入保険に対しては、図
5のとおり、6割弱（58%）が加入に関心があ
ると回答しているのに対して、加入に関心が
ないとの回答は 16%であることから、作物単
位収入保険への関心は高いといってよいで
あろう。なお、収入保険は、収量の減少、価
格の低下またはその両方による収入の減少
に対する保証プログラムであり、収量の減少
に対する保証が含まれているので、農業共済
との同時加入という選択肢は設けていない。 
作物単位収入保険への関心は、「わずかで

も」、「1割以上」の方が「2割以上」、「3割以
上」よりもわずかに高くなっている。また、
農外収入によって収入減少を補てんできる

と回答した者のうち、収入保険に関心を示す
者の割合は 35％であり、対策が必要と考える
者に比べるとかなり低くなっている。 

 

図 5 収入減少への懸念と作物別収入保険へ
の関心（水田作） 

 
 果樹作をみると、図 6に示すように、回答
者のうちりんご作で 58％、みかん作では、70%
が作物単位収入保険に関心を示している。み
かん作では、農業収入が「わずかでも」減少
すると対策が必要と考える者のうち 9割が作
物単位収入保険に関心を示しているほか、水
田作やりんご作と比べても、収入保険に関心
がないと回答する者の割合が 1 割弱（9.4%）
と低い。みかん作では、現在、品質低下によ
る価格変動部分も織り込んだ災害収入共済
方式が加入面積の 7割で実施されている。こ
のため、みかん作の回答者の多くが、自然災
害による収量減少という制約条件を外した
作物単位収入保険を、災害収入共済方式より
進化した制度として肯定的にとらえている
ものと考えられる。 

 

図 6 収入減少への懸念と作物別収入保険へ
の関心（みかん作） 

 
表 1 に、作物単位収入保険に関心があると

回答した水田作経営に対して、作物単位収入
保険のどのような点に最も関心を持ったの
か、1つだけ回答してもらった結果を示した。
水田作全体でみても、地域別にみても、「収
穫量・価格ともに低下する大幅な収入減少へ
の対応」という回答割合が 37％と最も多くな
っている。次いで地域によって多少の差があ
るが、「毎年の収入変動が小さくなる」、「収
穫量が増加しても価格低下により収入が減
少する場合に対応」の順となっている。 
 一般的に、作物単位収入保険は、収穫量が
増加して価格が低下するような、いわゆる豊
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作貧乏が生じる年に機能すると考えられが
ちである。しかしながら、豊作貧乏の年には
収穫量は増加しているので、当然収穫量の増
加と価格の低下は相殺される上に、控除割合
を考慮すると、価格が相当程度低下しなけれ
ば、保険金は支払われない。むしろ、収量と
価格がともに減少することにより大幅な収
入の減少が生じる場合こそが、収入保険にお
いて最も重要で効果的な支払いケースとい
える。「収穫量・価格ともに低下する大幅な
収入減少への対応」の回答割合が高いという
結果は、このような収入保険の機能に対する
教科書的な理解と整合的であり、また、価格
が低下基調にある中で収穫量の減少との二
重の打撃を緩和したいという対応とも理解
でき非常に注目される。 

 

表 1 作物単位収入保険の評価（水田作） 
 

一方、表 2のとおり、果樹については、「収
穫量が増加しても価格低下により収入が減
少する場合に対応」への回答が、りんご作、
みかん作ともに最も多かった。特に、みかん
作でこの豊作貧乏への対応を評価する回答
割合が 65％と非常に高い。みかん作について
は、災害収入共済方式では十分に対応できな
い隔年結果による豊作時の価格低下への関
心が非常に高いこと等から、このような評価
につながったものと考えられる。これに対し
て、りんご作では、「収穫量が増加しても価
格低下により収入が減少する場合に対応」と
「収穫量・価格ともに低下する大幅な収入減
少への対応」の回答割合が拮抗している。 

 

表 2 作物単位収入保険の評価（果樹作） 
 

「収入保険に関心がない」と回答した者に
その理由を尋ねたところ、水田作、果樹作を
あわせた全体では、「収穫量の減少が生じて
も、価格次第で共済金が減額される、あるい
は支払われない可能性がある」という収穫量
と価格の相殺を問題視する回答が最も多か
った。ただし、果樹については、みかんを中
心に災害収入共済方式が実施されており、収

穫量の増加と価格の上昇に関する相殺に関
しては経験済みであることから、水田作より
も相殺を不加入理由にあげる回答割合が低
くなっているものと考えられる。水田作につ
いては、相殺に対する懸念に次いで、「これ
までの方式とは異なるので、支払われる共済
金の額が予想しにくい」という回答が多かっ
た。他方、果樹作では、りんご作を中心に、
相殺への懸念よりも、「収穫量の毎年の変動
が大きいので、現在の農業共済で十分」とい
う回答が最も多かった。 
 
(5) 経営単位収入保険への関心 
 水田作において、経営単位収入保険に関心
があると回答した者は、図 7 に示すとおり、
全体の 27％であり、北海道では関心ありの回
答割合が 35％とやや高いものの、いずれの地
域においても、関心がないと回答した者の方
が関心があると回答した者よりも多くなっ
ている。 

 
図 7 経営単位収入保険への関心（水田作） 
 
その理由として、表 3に掲げるとおり、作

物ごとの収入の増加や減少が作物間で相殺
され保険金の支払機会が少なくなること、特
定の作物からの収入割合が大きいこと、作物
別に収支計画を立てていること等があげら
れる。地域別にみると、北陸を除き、各地域
で作物間の収入の増減の相殺をあげる回答
者が最も多い。北陸については、相殺をあげ
る者も多いが、特定の作物からの収入割合が
大きく作物別の補償の方が望ましいという
回答が最も多くなっている。 
  経営単位収入保険については、「わからな
い」という回答が全体で 34％あり、作物単位
収入保険に比べて具体的な仕組みがイメー
ジしにくかったことが回答結果に反映して
いることも考えられる。 
 果樹作についても、経営単位収入保険への
加入に関心があると回答した者は、りんご作、
みかん作ともほぼ同じ程度の回答割合で、全
体で 36%と低くなっている。りんご作では加
入に関心がないとの回答割合が 43％とみか
ん作の 25％に比べてかなり高い。 
 加入に関心がない理由として、表 3のとお
り、りんご作では、特定の作物への依存度が
高いこと、みかん作では、樹種ごとの収入の

水田作 北海道
東北・太
平洋側

東北・日
本海側

北陸 九州

毎年の収入変動が小さくなる 25.4 28.7 29.2 20.9 22.5 24.7

収穫量・価格ともに低下する大
幅な収入減少への対応

37.0 42.1 36.4 37.4 25.7 45.5

収穫量が増加しても価格低下に
より収入が減少する場合に対応

23.0 21.6 22.0 24.3 25.4 22.6

収穫量の変動が小さく、価格保
証に関心

11.1 7.0 12.1 15.0 13.7 6.6

その他・無回答 3.5 0.6 0.3 2.4 12.7 0.6

果 樹 り ん ご み か ん

毎 年 の 収 入 変 動 が 小 さ く な る 19 .9 2 5 . 0 1 4 . 0

収 穫 量 ・ 価 格 と も に 低 下 す る 大
幅 な 収 入 減 少 へ の 対 応

22 .1 3 1 . 5 1 6 . 0

収 穫 量 が 増 加 し て も 価 格 低 下 に
よ り 収 入 が 減 少 す る 場 合 に 対 応

47 .9 3 2 . 6 6 5 . 3

収 穫 量 の 変 動 が 小 さ く 、 価 格 保
証 に 関 心

8.7 9 . 8 4 . 0

そ の 他 ・ 無 回 答 1.4 1 . 1 0 . 7
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増減が相殺され保険金の支払いが少なくな
ることが一番にあげられている。 

 
表 3 経営単位収入保険に関心がない理由 
 
  
(6) 農業者のリスク意識に基づいた新たな

農業保険の検討に向けて 
  アンケート調査から得られた結果を手が
かりにして、農業者の需要に基づいた新たな
農業保険の仕組みについて考えてみよう。 
① 地域インデックス保険 

まず、地域インデックス保険については、
回答者が保証水準の引上げに強い関心を持
っていることから、現行の農業共済を上回る
保証水準を設定する必要があろう。現行の選
択保証水準の平均は、水稲についてみると、
保証水準 90％が基本の全相殺農家単位方式
が大半で選択されている北海道で 88％であ
るのに対して、保証水準 70％が基本の一筆単
位方式が主流の東北で 74％、北陸・九州では
70％である。果樹については、りんごで加入
が多い特定危険方式やみかんで加入が多い
災害収入共済方式の保証水準が 80％である
ことから、現行の選択保証水準の平均は、り
んご 77％、うんしゅうみかん 74％となって
いる。 
 したがって、現行以上に保証水準の上限を
引き上げるとなると、水田作では北海道で
95％、他の地域で 90％、果樹で 90％という
水準が一つの目安になるであろう。しかしな
がら、95％の保証水準が、データの精度等を
考えたとき実現可能かどうか疑問なしとし
ない。また、回答者の関心が高い保険料の引
下げについては、保証水準を引き上げると、
より小さな被害でも保険料支払いの対象と
なり、保険金の支払い機会が増えて保険料率
は確実に上昇するので、地域データに基づく
保険設計による保険料率の引下げ効果との
関係で、保険料が上がるのか下がるのかにつ
いての検証が必要である。データによる検証
なしであえて大胆にいえば、地域インデック
ス保険を導入する場合、 
・北海道の水田作では、保証水準は現行と同

じ 90％として、保険料率を現行よりも大幅
に引き下げること 

・北海道以外の水田作では、保証水準を 90％
に引き上げ、保険料を現行よりも引き下げ

ること 
・果樹作については、保証水準を 90％に引き

上げ、保険料を現行よりも引き下げること 
を基本に、できる限り全国一律の制度設計を
行い、実現可能性を検討することが一案とし
て考えられる。 
  地域インデックス保険について、Basis 
Risk を小さくし、年内支払いを可能にするた
めには、全回答者の 3割が関心を示す農業共
済との同時加入が一つの回答となるが、地域
インデックス保険と農業共済の組み合わせ
方については十分な検討を要する。仕組みと
しては、現行の農業共済による農業者ごとの
保証に上乗せする形で、地域インデックス保
険を組み合わせる方法や、逆に、地域インデ
ックス保険を基本保証として提供し、農業者
が不足すると判断する部分について、農業共
済で補てんする方法等が考えられる。いずれ
の仕組みを検討するにしても、財政面および
事業実施面からみた効率性の観点を欠かす
ことはできない。 
② 作物単位収入保険 
 次に、作物単位収入保険について、農業者
がどの程度農業収入が減少した場合に対策
が必要かというアンケート調査の結果を踏
まえて考えてみよう。図 2によると、もしも
保証水準が 80％に設定されれば、水田作では、
農業収入が「わずかでも」または「1割以上」
減少すると対策が必要と回答した全体の 4割
に相当する農業者の収入減少に対して、収入
保険では保険金が支払われないことになり、
これらの農業者はそのような収入保険に満
足しないであろう。保証水準が 90％に設定さ
れれば、収入保険で収入減少が補てんされず
不満に感じるのは、「わずかでも」と回答し
た 16％の農業者だけとなる。したがって、水
田作の作物単位収入保険においては、保証水
準が 90％に設定されなければ、多くの農業者
の満足は得られないであろう。 
これに対して、果樹については、事情がや

や異なる。図 2 によると、「わずかでも」と
「1 割以上」と回答した者を加えても全体の
2割程度であるから、保証水準 80％の収入保
険であっても、多くの農業者の不満は抑えら
れ、一定の保険需要はあるものと考えられる。 
③ 経営単位収入保険 
  経営単位収入保険については、現段階では
農業者の関心が低く、特に、作物間の相殺が
経営単位収入保険を提供する側のメリット
の一つである以上、農業者が魅力を感じる仕
組みを提示するのはかなりむずかしいと思
われる。むしろ、個々の農業者を対象とする
よりも、農業収入リスクの回避に積極的な法
人経営に対して、保証水準の引上げや保険料
の引下げにより、経営の安定化に寄与するよ
うな保険を提案できれば、一定の保険需要は
喚起されると思われる。 

水田作 北海道
東北・太
平洋側

東北・日
本海側

北陸 九州 果樹 りんご みかん

設定される基準収入によって十分な収
入が確保できるかどうかわからない

11.0 11.4 6.9 15.5 11.9 12.1 13.2 18.8 15.1

作物ごとの収入の増加や減少が作物間
で相殺され、保険金の支払機会が少な
くなる

27.1 36.2 27.6 18.9 24.4 32.1 28.4 17.4 28.3

作物別に収支計画を立てており、作物
別の補償の方が望ましい 18.0 21.9 20.3 14.9 13.0 18.4 14.7 15.9 17.0

特定の作物からの収入割合が非常に大
きく、作物別の補償の方が望ましい

19.0 10.5 22.1 17.6 29.5 10.5 18.8 24.6 17.0

対象作物以外の作物からの収入の割合
が大きく、その部分の補償が行われな
い

6.3 3.8 8.3 8.1 3.1 7.4 2.5 2.9 3.8

収穫量の毎年の変動が大きいので、現
在の農業共済で十分 7.1 9.5 6.0 8.8 5.7 6.3 9.6 10.1 11.3

保険金の支払いが翌年になるかもしれ
ない

3.5 4.8 3.2 5.4 2.6 2.6 0.5 0.0 0.0

その他・無回答 8.1 1.9 5.5 10.8 9.8 10.5 12.2 10.1 7.6
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